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太良町普通会計バランスシートについて 

１ 構成 

 ・バランスシート本表 

 ・附属資料 

   有形固定資産明細表 

   土地明細表 

   普通会計における補助金・負担金等の状況 

   主な施設の状況 

 

２ バランスシートの作成方法 

  本バランスシートは、総務省が平成１３年３月に公表した「地方公共団体の総合的な

財政分析に関する調査研究会報告書」に示された方法により作成しています。 

  基本的な前提は、以下のとおりです。 

（１） 対象会計の範囲 

  普通会計を対象としており、本町においては、「一般会計」と「山林特別会計」及び「老

人保健特別会計の一部」です。これは、地方財政状況調査（決算統計）における決算状

況を示す区分であり、全団体共通の基準によるデータであるためです。 

（２） 作成基準日 

  平成１６年３月３１日（会計年度の最終日）をバランスシート作成の基準日としてい

ます。ただし、出納整理期間（平成１６年４月１日～５月３１日）における平成１５年

度の収入支出については、基準日までに終了したものとして処理をしています。 

（３） 基礎数値 

  資産等の把握にあたっては、昭和４４年度以降の決算統計データを使用しています。 

 

３ バランスシートの各項目について 

（１） 資 産 

  一会計年度を越えて経営資金として用いられると見込まれるものとし、「有形固定資

産」、「投資等」及び「流動資産」に分類して表示しています。 

ア 有形固定資産 

  町が所有している庁舎、道路、学校等の土地や建物などで、長期間にわたって行政サ

ービスを提供するために使用される資産のことです。 

 ① 評価基準 

   実際に投下した税等の資金の運用形態を表す観点から、取得原価主義（過去の実際

の支出額を基礎とする）を採用しています。 

 



 ② 評価方法 

   資産形成のために実際に投下された税等の額を表す普通建設事業費をもって、有形

固定資産の取得原価としています。 

 ③ 減価償却 

   翌年度以降に継承される資産を把握するため、土地以外のものについて下記の耐用

年数表に基づき定額法により減価償却を行っています。 

 

【有形固定資産耐用年数表】 

区   分 耐用年数 区   分 耐用年数 

１ 総務費 

 (1) 庁舎等 

 (2) その他 

 

５０ 

２５ 

２ 民生費 

 (1) 保育所 

 (2) その他 

 

３０ 

２５ 

３ 衛生費 ２５ 

４ 労働費 ２５ 

７ 土木費 

 (1) 道 路 

  (2) 橋りょう 

  (3) 河 川 

  (4) 砂 防 

  (5) 海岸保全 

  (6) 港 湾 

  (7) 都市計画 

  ア 街 路 

  イ 都市下水路 

  ウ 区画整理 

  エ 公 園 

  オ その他 

  (8) 住 宅 

  (9) 空 港 

  (10) その他 

 

１５ 

６０ 

５０ 

５０ 

５０ 

５０ 

 

１５ 

２０ 

４０ 

４０ 

２５ 

４０ 

２５ 

２５ 

５ 農林水産業費 

 (1) 造 林 

 (2) 林 道 

  (3) 治 山 

  (4) 砂 防 

  (5) 漁 港 

  (6) 農業農村整備 

  (7) 海岸保全 

  (8) その他 

 

 

２５ 

１５ 

３０ 

５０ 

５０ 

２０ 

５０ 

２５ 
８ 消防費 

 (1) 庁 舎 

 (2) その他 

 

５０ 

１０ 

６ 商工費 ２５ ９ 教育費 ５０ 

 １０ その他 ２５ 

④ 補助金等の取扱い 

  町が、国等から補助金等の交付を受けて有形固定資産を整備する場合がありますが、

実際に有形固定資産を所有・管理するのは本町のため、本町の資産として計上してい

ます。 

⑤ 事業負担金の処理 

  他団体（国、県、一部事務組合、民間等）に支出した補助金、負担金等により本町



以外に有形固定資産が形成される場合がありますが、本表には計上していません。な

お、普通建設事業費に係る補助金、負担金等については、所有権はなくても住民に役

立つ社会資本整備に貢献していることから、附属書類により状況を表示しています。 

⑥ 表示方法 

  総務費、民生費等の行政目的別に区分して表示しています。また、附属書類で主な

有形固定資産の取得原価、減価償却累計額等の情報や土地についての主要な投資分野

ごとの昭和４４年度以降の取得累計額を明らかにしています。 

 

イ 投資等 

  「投資及び出資金」、「貸付金」、「基金」及び「退職手当組合積立金」に分類し、「投資

及び出資金」については額面により評価・計上しています。また、基金のうち流動性の

高いものについては、流動資産に分類しています。 

 

ウ 流動資産 

  流動性の高い（ただちに現金化が可能な）基金である「財政調整基金」及び「減債基

金」、形式収支に相当する「歳計現金」並びに「未収金」に分類して表示しています。ま

た、未収金は、「地方税」及び使用料等の未収に係る「その他」に区分して表示していま

す。 

 

（２） 負 債 

  将来において支払いや返済の必要があるものをいい、１年以上先に支払いが発生するも

のを「固定負債」とし、１年以内に支払いが発生するものを「流動負債」とします。 

 ア 固定負債 

   「地方債」、「債務負担行為」及び「退職給与引当金」に分類しています。 

  ① 地方債 

    地方債残高から翌年度支出予定の償還元金を控除した額を計上しています。 

  ② 債務負担行為 

    「物件の購入等」については、ＰＦI等の手法により整備した有形固定資産で、物件

の引渡しを受けたものについて、翌年度以降の支出予定額を計上します。 

    また、「債務保証又は損失補償」については、履行すべき額が確定したものについて、

翌年度以降の支出予定額を計上します。 

    なお、欄外注記の債務負担行為に関する情報のうち、「物件の購入に係るもの」につ

いては、土地やその他の物件の購入等に係る平成１５年度以降の支出予定額です。 

  ③ 退職給与引当金 

    町の職員に対しては、その勤続年数に応じて退職手当を支給することが条例で定め

られていることから、年度末に全職員（当該年度末退職者を除く）が普通退職すると



想定した場合の退職手当総額を引当金として計上しています。 

    推計値を算定する方法として、 

   退職給与引当金＝対象職員数×平均給料月数×平均勤続年数による普通退職の支給率

を使用しています。 

 

 イ 流動負債 

   「翌年度償還予定額」及び「翌年度繰上充用金」に分類し表示しています。 

  ① 翌年度償還予定額 

    地方債の年度末残高のうち、翌年度の償還予定額（元金分）を計上しています。 

  ② 翌年度繰上充用金 

    歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げてその年度の歳入に充てる

ことをいいます。なお、平成１５年度は該当がありませんでした。 

 

（３） 正味資産 

  有形固定資産等の資産形成のための資金のうちで、返済の必要のない資金をいい、既に 

住民から支払われた税や国・県からの補助金等を財源として取得している金額を表示して 

います。 

 ア 国庫支出金、都道府県支出金 

   資産形成のために充てられた「国庫支出金」、「都道府県支出金」の累計額で、用地取 

得費に充てられた国庫支出金、県支出金以外は耐用年数に合わせて償却を行います。 

 イ 一般財源等  

   資産形成のために充てられた資金のうち町税等の一般財源や負担金等その他の財源で、 

下記により算出されます。 

一般財源等＝資産―負債―（国庫支出金＋都道府県支出金） 

 

４ 附属書類及び欄外注記 

 

（１） 附属書類 

  詳細情報については、次の附属書類で表示しています。 

 ① 有形固定資産明細書 

   有形固定資産の取得価額、減価償却累計額等の情報を表示しています。 

 ② 土地明細書 

   主な投資分野ごとに土地の取得価額の累計額を表示しています。 

 ③ 普通建設事業費に係る補助金、負担金等の状況 

   普通建設事業費により他団体に支出した補助金、負担金等の累計額を表示するとと

もに、最近５年間の行政目的別に支出額を表示しています。 



 ④ 主な施設の状況 

   町が所有する主な施設について、取得年度、取得価額、減価償却累計額、残存価額

を表示しています。 

（２） 欄外注記 

  バランスシートと一体となってお知らせする情報として、債務負担行為に関する情報 

を表示しています 

 

５ バランスシートの分析 

 

１ 資産（有形固定資産、投資的資産、流動的資産） 

 資産とは、将来にわたり行政サービスを享受できる価値、つまり後世の世代が受けるこ

とのできるサービスです。バランスシートからはその内訳を把握することができます。 

 本町においては、資産に占める有形固定資産が７３％を占めています。その中で土地を

除いた建物や道路などの建設物が６６％を占めています。 

 また、町民の皆さん１人当たり約１４３万９千円となっています。 

 

２ 負債（借入金（町債）、退職給与引当金） 

 負債とは、将来返済しなければならない債務であり、後世の世代が負担することになる

借金です。負債が多ければそれだけ町税等からその償還や利払いに回す必要が生じ、財政

の硬直化を招く一因となります。 

 本町の負債は町民の皆さん１人当たり４８万７千円となっています。 

 

３ 正味資産 

 正味資産とは、現在までの世代が既に負担して形成した後世の世代に引き継ぐ正味価値

です。この内訳として、資産形成の財源となった国庫支出金や県支出金、一般財源等があ

ります。 

 本町の資産形成は、地方債や国県支出金を有効に活用しつつ、負債の合計２５％を５０

ポイント上回る（７５％）正味資産を後世の世代に残していることを示しています。 

 

４ 目的別有形固定資産 

 有形固定資産一覧表は、資産のうち有形固定資産を目的別に分類することにより、どの

分野に重点的に資産形成されているかが分かります。 

 本町の場合、基幹産業である農林水産施設整備に最も投資しており、ついで小中学校な

どの教育施設や公民館等の生涯学習施設並びに道路など、町民の生活基盤となるインフラ

整備を優先しており、農林水産業費・教育費・土木費合わせて８割以上を占めています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産の一覧表  (太良町)

（５）農林水産業費

45.6%

（10）その他

0.4%

（９）教育費

19.5%

（８）消防費

1.0%

（７）土木費

17.1%

（６）商工費

2.4%

（１）総務費

5.9%
（２）民生費

4.7%

（３）衛生費

3.1%

（４）労働費

0.3%

平成1６年３月３1日現在

 

５ 各種指標 

 ア 正味資産比率（自己資本比率） 

  正味資産比率＝正味資産／総資産 

   総資産は正味資産と負債の合計であることから、この比率は保有する総資産のうち

返済義務を負わない部分がどの程度あるかということを示すもので、つまり、正味資

産の割合が小さいと負債に依存する割合が大きくなり財政の健全性が後退します。 

   平成１５年度末の正味資産比率は７５．４％です。（平成１４年度末７７．１％） 

 

 イ 負債比率 

  負債比率＝負債／正味資産 

   総資産に対し負債がどれくらいあるかを見るもので、通常、企業では負債が自己資

本以下であれば財務体質は健全であり、自己資本が大きく下回れば健全性は低くなる

といわれています。企業会計と地方公共団体会計は異なりますが、参考に自己資本を

正味資産に置き換えてみると、平成１５年度末の負債比率は、２４．６％となります。 

（平成１４年度末２２．９％） 

 

ウ 予算額対資産比率 

  歳入総額に対する総資産の比率を計算することにより、ストックである資産の形成



に何年分の歳入が充当されたかを見ることができます。平成１５年度の普通会計歳入

決算額は５６億８５５５万８千円で同年度末総資産は２２３億６８９万４千円ですか

ら、総資産／歳入決算額≒３．９となり、太良町の平成１５年度末の総資産は、 

約４年分の歳入に相当する額がストックされていることになります。（平成１４年度末

約４．０年分） 

 

エ 流動比率 

  流動比率は、流動資産を流動負債で除した比率で、一般的には高い方がよく１００％

以下では健全とはいえません。平成１５年度末の流動比率は２６１．１％となります。

（平成１４年度末２６３．１％） 

 

オ 固定比率 

 固定比率＝有形固定資産／正味資産 

  有形固定資産の形成をどの程度借入資本に依存してきたかをみるもので、民間企業

と違い有形固定資産の形成だけを目的としない地方公共団体にとっては、低い方が望

ましい。平成１５年度末の固定比率は９６．１％となります。（平成１４年度末９３．

５％） 

 

カ 町民１人当たり将来負担額 

  町民１人当たり将来負担額は、（地方債残高＋債務負担行為額－現金・預金高）／人

口により算出し、一般的には少ない方が将来の負担は小さく、財政は健全といえます。 

 平成１５年度末１人当たり将来負担額は約２８万７千円となります。 

 

（参考）各種指標等の前年度との比較 

指標名 平成１５年度 平成１４年度 比較結果 

資産額（町民１人

当たり） 
１４３．９万円 １４０．６万円 ３．３万円増 

負債額（町民１人

当たり） 
４８．７万円 ４４．７万円 ４．０万円増 

正味資産比率 ７５．４％ ７７．１％ １．７％減 

負債比率 ２４．６％ ２２．９％ １．７％増 

予算額対資産比率 約３．９年分 約４．０年分 ０．１年分減 

流動比率 ２６１．１％ ２６３．１％ ２．０％減 

固定比率 ９６．１％ ９３．５％ ２．６％増 

町 民 １ 人 当 た り

将来負担額 
２８．７万円 ２４．８万円 ３．９万円増 



行政コスト計算書について 

 

１ 行政コスト計算書の目的 

  バランスシートは、一定の時点における資産、負債等の状況を表しているものですが、

地方公共団体の活動は、将来の世代も利用できるような資産の形成のみではなく、人的サ

ービスや給付サービスなど、資産形成につながらない当該年度の行政サービスの提供も行

っています。 

 そこで、バランスシートとともに、地方公共団体の活動を分かり易くする観点から、資

産の形成につながらない当該年度の行政サービスの提供の状況を説明する手段として「行

政コスト計算書」を作成するものです。 

 これは、いわゆる企業会計で見られる損益計算書にあたるもので、税金や受益者の負担

を財源とする行政サービスが、いかに効率的に提供されたかをコストという側面から分析

します。 

 

◎バランスシート・・・・ストック（年度末における資産等の状況） 

◎行政コスト計算書・・・フロー（当該年度の費用の流れ） 

 

２ 行政コスト計算書の作成基準 

  総務省が平成１３年３月に公表した「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査

研究会報告書」に示された方法により作成し、基本的な前提は以下のとおりです。 

（１） 対象会計の範囲等 

  行政コスト計算書は、バランスシートと表裏一体の関係にあることから、対象会計範

囲、作成基準日、基礎数値等はバランスシートと同様です。 

（２） コストの範囲 

  発生主義の観点から、当該年度の町民へ提供した行政サービスに要した費用のうち、

土地・建物など資産形成につながる支出を除いた現金支出に、減価償却費、不納欠損額、

退職給与引当金といった非現金支出を加えたものを計上します。 

（３） 行政コストの分類 

  コスト分析を容易にするため、行政の分野ごとにその性質別（人件費、物件費、扶助

費、普通建設事業費など）の内訳を示すこととし、目的別経費（議会費、総務費、民生

費、衛生費、労働費など）と性質別経費を合わせたマトリックス（行・列）としました。 

  なお、性質別経費は、経費をその経済的性質を基準として分類したものであり、大き

く「人にかかるコスト」、「物にかかるコスト」、「移転支出的なコスト」、「その他のコス

ト」の４種類に分類されます。 

 



３ 行政のコスト 

  当該年度の町民に提供した行政サービスに要する費用のうち、資産形成につながる支

出（バランスシートに計上）を除いた現金支出に、減価償却費、不納欠損額、退職給与

引当金繰入金といった非現金支出を加えたものを計上しています。 

（１） 人にかかるコスト 

  行政サービスの担い手である職員に要するもので、「人件費」、「退職給与引当金繰入金

等」を計上しています。 

（２） 物にかかるコスト 

  当町が最終消費者になっているもので、「物件費（施設の管理運営費など）」、「維持補

修費」、「減価償却費」を計上しています。 

（３） 移転支出的なコスト 

  他の主体に移転して効果が生じるようなもので、「扶助費」、「補助費等」、「繰出金」、「普

通建設事業費（他団体への補助金等）」を計上しています。 

（４） その他のコスト 

  上記に属さないもので、「災害復旧費」、「公債費（利子分のみ）」、「不納欠損額」を計

上しています。 

 

４ 収入項目 

（１） 使用料・手数料 

  バランスシート上で経理されない「分担金及び負担金」、「使用料及び手数料」、「財産

収入」、「寄附金」、基金の取崩しによるもの以外の「繰入金」、貸付金元金収入以外の「諸

収入」について、現年調定額を計上しています。 

（２） 国庫(県)支出金 

  資産形成に充てられたものを除いた国や県からの「負担金・補助金」等の支出金を計

上しています。 

（３） 一般財源 

  「地方税」、「地方譲与税」、「利子割交付金」、「地方譲与税交付金」、「自動車取得税交

付金」、「地方特例交付金」、「地方交付税」、「交通安全対策交付金」の現年調定額を計上

しています。 

（４） 正味資産国庫（県）支出金償却額の計上 

  正味資産の国庫（県）支出金のうち有形固定資産の減価償却額に相当する額を収入項

目として計上しています。 

 

 

 

 



５ バランスシートと行政コスト計算書の関係 

 

 

【バランスシート】 

負債 

資産 

正味資産 

 

 

               資産形成に資するもの 

 

 

普通会計＜歳入・歳出＞ 

 

 

             行政サービス等（資産形成につながらないもの） 

 

 

【行政コスト計算書】 

人的コスト 物的コスト 移転的コスト その他コスト 

使用料・手数料 国庫(県)支出金 一般財源等 

 

６ 行政コスト計算書の分析 

  太良町の行政コストは、平成１５年度において４４億６１８８万４千円となり、 

町民 1 人当たりでは約３９万７千円となりました。 

 

（１）目的別経費の内訳 

  目的別の内訳は、農林水産業費１１億４３３０万６千円（２５．６％）、民生費１１億

５９１万５千円（２４．８％）、総務費４億８７４２万５千円（１０．９％）が上位の費

目となっています。 

 



（２）性質別経費の内訳 

  性質別の内訳は、人件費等の「人にかかるコスト」が８億２６万円（１７．９％）、 

物件費や維持補修費等の「物にかかるコスト」が１４億９５４９万４千円（３３．５％）、

扶助費や補助費等の「移転支出的なコスト」が２０億８３０８万４千円（４６．７％）、

公債費等の「その他のコスト」が１億２４９４万８千円（２．８％）となっています。 

 

（３）町民１人当たりの行政コスト  

                        ＊住民基本台帳人口 平成 16 年 3 月 31 日現在 １１，２４３人 

  町民１人当たりの行政コスト３９万７千円の内訳は、次のとおりです。 

 

【行政コスト】              【収入項目】 

●人にかかるコスト  約 ７万１千円   ●使用料・手数料等  約 １万９千円 

●物にかかるコスト  約１３万３千円   ●国庫（県）支出金  約 ５万５千円 

●移転支出的なコスト 約１８万５千円   ●一般財源      約３２万３千円 

●その他のコスト   約   ８千円 

 

（４）主な目的別による性質別の特徴 

  各分野のサービスがどのようなコストで構成されているかを見ることにより、行政の

活動内容がわかります。 

（単位：千円 ％） 

目的別 行政コスト合計 人にかかるコスト 物にかかるコスト 移転支出的なコスト 

議会費 ９９，９８６ ９０，４６６ ９０．５ ８，２６２ ８．３ １，２５８ １．２

総務費 ４８７，４２５ ２８９，００２ ５９．３ １５６，３８１ ３２．１ ４２，０４２ ８．６

民生費 １，１０５，９１５ ４６，６４５ ４．２ １１４，４７１ １０．４ ９４４，７９９ ８５．４

衛生費 ４３７，８７０ ８４，５０５ １９．３ １７３，２５７ ３９．６ １８０，１０８ ４１．１

労働費 ３，２９５ ０ ０ ３，２２９ ９８．０ ６６ ２．０

農林水産業費 １，１４３，３０６ １０３，２８９ ９．０ ３８３，２８３ ３３．５ ６５６，７３４ ５７．５

商工費 ８１，５３８ １６，２６９ ２０．０ ４１，８１５ ５１．３ ２３，４５４ ２８．７

土木費 ３５５，１４７ ３８，８６９ １１．０ ２８９，９６７ ８１．６ ２６，３１１ ７．４

消防費 ２０９，７５９ １７，７７７   ８．５ ２１，４４４ １０．２ １７０，５３８ ８１．３

教育費 ４５４，５９７ １１３，４３８ ２５．０ ３０３，３８５ ６６．７ ３７，７７４ ８．３

 

上記の表で目的別の特徴を見ると、衛生費、土木費、教育費では、有形固定資産を多

く有していることから、物件費、維持補修費などの「物にかかるコスト」の占める割合

が高く、民生費、農林水産業費、消防費では、扶助費や補助費等などの「移転支出的な



コスト」の占める割合が高くなっています。また、議会費、総務費では、人件費などの

「人にかかるコスト」の割合が高くなっています。 

 

（５）目的別における収入項目の比率 

  目的別における収入項目の比率を見ることにより、その分野の行政コストが受益者か

らの使用料・手数料や資産から生み出されている収益で賄われているのか、国や県から

の支出金で賄われているのか、また、町税等の一般財源がどれだけその分野に投入され

ているのかを見ることができます。 

 

(単位：千円 ％) 

目的別 行政コスト合計 使用料・手数料等 国庫（県）支出金 差引一般財源 

議会費 ９９，９８６ ０ ０．０ ０ ０．０ ９９，９８６ １００．０

総務費 ４８７，４２５ ８，１５２ １．７ ２２，６２３ ４．６ ４５６，６５０ ９３．７

民生費 １，１０５，９１５ ７７，８６２ ７．０ ４１６，１３８ ３７．６ ６１１，９１５ ５５．４

衛生費 ４３７，８７０ ２１，６５８ ４．９ ２４，１３９ ５．５ ３９２，０７３ ８９．６

労働費 ３，２９５ ６７ ２．０ ０ ３，２２８ ９８．０

農林水産

業費 
１，１４３，３０６ ３８，１３５ ３．３ １２５，５００ １１．０ ９７９，６７１ ８５．７

商工費 ８１，５３８ ３１２ ０．４ １，８１８ ２．２ ７９，４０８ ９７．４

土木費 ３５５，１４７ ６，８８０ １．９ ６０９ ０．２ ３４７，６５８ ９７．９

消防費 ２０９，７５９ ８，４１２ ４．０ ０ ２０１，３４７ ９６．０

教育費 ４５４，５９７ ３４，０６５ ７．５ １０，４９７ ２．３ ４１０，０３５ ９０．２

その他 ８３，０４６ ２３，１８７ ２７．９ ２２，２２３ ２６．８ ３７，６３６ ４５．３

合計 ４，４６１，８８４ ２１８，７３０ ４．９ ６２３，５４７ １４．０ ３，６１９，６０７ ８１．１

 

行政コスト４４億６１８８万４千円のうち、使用料・手数料等が２億１８７３万円 

（４．９％）、国庫（県）支出金が６億２３５４万７千円（１４．０％）、残りの３６億 

１９６０万７千円は、町税、地方交付税などの一般財源で賄われていることになります。 

 行政目的別に見てみると、民生費、農林水産業費で国庫（県）支出金の割合が高くなっ

ていますが、行政コスト全体では１２．１％にすぎず、使用料・手数料等の占める割合は

行政コスト中４．９％しかなく、本町の行政コストにかかる大部分の経費は、町税、地方

交付税等の一般財源が投入されていることがわかります。 

 

 

 


